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                                                       土木部長

          建築物の改修・解体に伴うアスベスト（石綿）による大気汚染の
          防止について（通知）

  このことについて、衛生環境部長から別添写しのとおり通知がありました
ので、別紙を参考に適切な指導をされるようお願いします。
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          建築物の改修・解体に伴うアスベスト（石綿）による大気汚染の
          防止について（通知）

  このことについて、環境庁大気保全局大気規制課長から別添写しのとおり通知があ
りました。
  ついては、吹付け石綿で覆われた天井等が存在する建築物の改修、解体工事の実施
時におけるアスベストの環境大気中への排出抑制について、別紙を参考に適切に対処
されるようお願いします。


